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納期限 

市
県
民
税
・ 

森
林
環
境
税 

固

定

資

産

税 

都

市

計

画

税 
軽

自

動

車

税

（
種
別
割
） 

国
民
健
康
保
険
税 

令和７年 

 ４月３０日（水） 
 1 期   

 ６月 ２日（月）   定期  

 ６月３０日（月） 1 期    

 ７月３１日（木）  2 期  1 期 

 ９月 １日（月） 2 期   2 期 

 ９月３０日（火）    3 期 

１０月３１日（金） 3 期   4 期 

１２月 １日（月）    5 期 

１２月２５日（木）  3 期  6 期 

令和８年 
 ２月 ２日（月） 

4 期   7 期 

 ３月 ２日（月）  4 期  8 期 

 

口座振替のメリット 

延滞金のリスクを 

減らしましょう！ 

金融機関へ行く手間がなく便利！ 

 

 

 

 便利 

安心 

確実 

簡単 

キャッシュレスで安心！ 

自動引落で納付忘れがなく確実！ 

一度の登録で自動継続のため簡単！ 

東広島市 財務部収納課  

（082）420-0912 

FAX（082）423-4968 

 
お問い

合わせ

私たちは持続可能な開発目標

（SDGs)を支援します 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口座振替お申込み方法 

➀金融機関でのお申込み 
市内各金融機関に備付けの「市税口座振替依頼書」

に必要事項を記入し、金融機関の窓口に提出してく

ださい。 

※通帳届出印が必要です。 

※ペイジーによる手続きはできません。 

②市役所（収納課・国保年金課） 

各支所・出張所でできるお申込み 
➊「市税口座振替依頼書」による通常の手続き 

銀行に登録印の確認照会を行う必要があるため

手続きに１ヶ月ほどかかります。 

❷「ペイジー口座振替受付サービス」 

を利用した手続き 

キャッシュカード（暗証番号必要）で簡単に手続き

完了！申し込みから登録までの時間が大幅に短縮

されます。 

※ペイジーについては、広島銀行、もみじ銀行、ひ

ろしま農協、ゆうちょ銀行のみ利用できます。 

 

 

 

 

取

扱

金

融

機

 関

●広島銀行       ●山口銀行 

●もみじ銀行      ●しまなみ信用金庫 

●広島信用金庫     ●中国労働金庫 

●呉信用金庫      ●広島市信用組合 

●ひろしま農業協同組合 ●広島県信用組合 

●ゆうちょ銀行・郵便局 ●広島県信用漁業協同組合連合会 

  

【令和５年度】 

【東広島市の１年間の歳出を市民一人当たりにすると…】 

 

福祉の充実 市の借金を まちづくり 教育の充実 ごみ処理 消防・災害復旧 その他

のため 返すため のため のため などのため のため

保育園や高齢
者支援など

道路・公園の
修理など

教科書・机、
黒板など

ごみ処理場の
運営など

豪雨災害等の
復旧のために

働く人の
ために

約18.1万円 約4.9万円 約5.6万円 約6.2万円 約3.7万円 約3.5万円 約8.7万円

市民一人当たりでは約50万円（一般会計歳出）
東広島市人口（令和6年3月31日現在）　人口：189,550人

あなたの がまちを支えています 

皆様の市税は東広島市の歳入の３９％を占めており、市税があるからこそ、福祉、道路、教育、ごみ処理、 

災害対応などの行政サービスを行うことができます。今後とも納期内納付をよろしくお願いします。 

 

 

詳しい手続き方法は 

ホームページを 

ご参照ください！ 

 

参考資料：「私たちの生活と税」広島県租税教育推進協議会発行 

 


